
令和８年３月２日 

 原子力安全対策課 

( ０ ７ － ５ ９ ) 

 ＜１５時記者発表＞ 

大飯発電所４号機の第 21 回定期検査開始について 

このことについて、関西電力株式会社から下記のとおり連絡を受けた。 

記 

大飯発電所４号機（加圧水型軽水炉：定格電気出力 118.0 万 kW）は、令和８年３

月４日から第 21 回定期検査を実施する。 

定期事業者検査※を実施する主な設備は、次のとおりである。 

※ 原子炉等規制法の改正（令和２年４月１日施行）により、新検査制度が導入され、これまで定期検査の

中で行われていた検査のうち、原子力規制庁による施設定期検査は廃止された。また、定期事業者検査

については事業者の責任が明確化され、原子力規制庁は、「原子力規制検査」として事業者の全ての保

安活動を監視することとなった。 

（１）原子炉本体 
（２）核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 
（３）原子炉冷却系統施設 
（４）計測制御系統施設 
（５）放射性廃棄物の廃棄施設 
（６）放射線管理施設 
（７）原子炉格納施設 
（８）その他発電用原子炉の附属施設  



１ 主要工事 

今回の定期検査では、大型機器や１次系配管等の取替えおよび増改造工事は

ない。 

２ ２次系配管の保全対策       （図－１参照） 

関西電力㈱の定めた「２次系配管肉厚の管理指針」に基づき、２次系配管の

146 箇所（主要点検部位：138 箇所、その他部位：８箇所）について超音波検査

（肉厚測定）を実施する。 

また、過去の点検において減肉傾向が確認された部位１箇所、配管取替時の

作業性を勘案した部位８箇所、および今後の保守性を考慮した部位３箇所の合

計 12 箇所を耐食性に優れたステンレス鋼の配管に取り替える。 

３ 蒸気発生器伝熱管の渦流探傷検査 

蒸気発生器４台（Ａ～Ｄ）のうち、Ａ、Ｃ－蒸気発生器伝熱管全数※について

渦流探傷検査を実施する予定である。 

※Ａ、Ｃ：各 3,382 本、計：6,764 本 

４ 燃料集合体の取替え 

燃料集合体全数 193 体のうち、81 体（うち、36 体は新燃料集合体）を取り替

える予定である。 

５ 今後の予定 

原子炉起動、臨界        ：令和８年５月下旬 

発電再開（調整運転開始）    ：令和８年５月下旬 

定期検査終了（営業運転再開）  ：令和８年６月下旬 

問い合わせ先 

原子力安全対策課（鈴木） 

内線 2354・直通 0776(20)0314 



令和８年３月 令和８年４月 令和８年５月 令和８年６月

主

要

工

程

大飯発電所４号機 第２１回定期検査の作業工程

令和８年３月４日から以下の作業工程で実施する。

１次冷却材系統降温

原子炉容器開放

燃料取出

燃料装荷

原子炉容器
組立

起動
試験

起動前弁点検

出力上昇試験

並列
(５月下旬予定)

総合負荷性能検査
(６月下旬予定)

：主要作業予定

解列
３月４日(予定)

別紙

１次系ポンプ弁点検

原子炉格納容器
全体漏えい率試験

：その他作業予定

A、C－蒸気発生器伝熱管渦流探傷検査

１次冷却材系統
漏えい検査

起動
試験



図－１ ２次系配管の保全対策

点検概要

「２次系配管肉厚の管理指針」
の点検対象部位

今回点検実施部位

超音波検査（肉厚測定）

主要点検部位 １，３７０ １３８

その他部位 １，３１３ ８

合計 ２，６８３ １４６

交換概要

今定期検査において、合計１４６箇所について超音波検査（肉厚測定）を実施する。

交換理由 交換前 交換後 箇所 計

過去の点検で減肉傾向が確認されているため
計画的に取り替える箇所

炭素鋼 ステンレス鋼 １ １

配管取り替え時の作業性を勘案して取り替える箇所 炭素鋼 ステンレス鋼 ８ ８

今後の保守性を考慮して取り替える箇所 炭素鋼 ステンレス鋼 ３ ３

［合計 １２箇所］

今定期検査において、合計１２箇所について配管の取替えを実施する。

【凡例】

：主蒸気系統

：給水系統

：復水系統

：ドレン系統

：主な配管取替箇所

＜系統別概要図＞

○ ２次系配管肉厚の管理指針に基づく超音波検査（肉厚測定）
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